
 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ５ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

 

○（仮称）宇治市ケアラー支援条例（素案④） 

 

 高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする家族等に対する「ケ

ア」は、人生の中で誰もが携わり得るものであり、社会を支える不可欠な営みである。 

 宇治市は、「認知症の人にやさしいまち うじ」や、在宅医療・介護連携推進の取組、

障害児・者の相談支援体制の充実、ヤングケアラー支援等、関係機関と連携しながら、

ケアラーを支える取組を行ってきたところである。 

 こうした取組が行われてきたところではあるが、今もなおケアの多くは、家族等が担

っており、こうした人の中には、誰にも相談できず、社会から孤立し、ケアに伴う大き

な負担から、健康、学業、仕事等の日常生活に深刻な影響が生じている人もいる。また、

障害やひきこもり等のある子を残して親が死亡した場合や、高齢化等により介護が困難

となるいわゆる「親なき後」の問題等、多くのケアラーは、自らがケアを担えなくなっ

た後の生活に強い不安を抱えている。 

 このため、ケアラー当事者の意見を聴きながら、障害、高齢・介護、児童福祉等に関

する計画の中にケアラー支援に関する施策を掲げ、推進することが一層求められている

ところである。 

 このような状況を踏まえ、ケアラーが抱える悩みや課題を地域社会全体の問題として

認識し、本市、議会、市民、事業者、関係機関及び民間支援団体等が連携して、ケアラ

ーが夢と希望を持って社会に参加し、自己実現を図ることができるよう支援を行い、誰

一人取り残すことなく、住み慣れた地域で、ケアをされる側も、ケアをする側も安心し

て、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現を目指して、この条例を制

定する。 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、ケアラーを社会全体で支えるため、ケアラーに対する支援（以下

「ケアラー支援」という。）に関し、基本理念を定め、本市及び議会の責務並びに市

民、事業者、関係機関及び学校等の役割を明らかにするとともに、ケアラー支援に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、全てのケアラーが、健康で文化的な

生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 (1) ケア 介護、看護、日常生活上の世話その他の必要な援助をいう。 

 (2) ケアラー 高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする親族、

友人その他の身近な人に対して、無償でケアを提供する者をいう。 

 (3) ヤングケアラー ケアラーのうち、18 歳未満の者をいう。 

 (4) 市民 市内に居住し、勤務し、若しくは在学する者をいう。 

 (5) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 
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 (6) 関係機関 介護、障害者及び障害児の支援、医療、児童の福祉等に関する業務を

行い、当該業務においてケアラーに関わる可能性がある機関をいう。 

 (7) 学校等 関係機関のうち、ヤングケアラーと関わり、又は関わる可能性がある学

校その他教育に関する業務を行う機関をいう。 

 (8) 民間支援団体 ケアラーの支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活

を営むことができるように行われなければならない。 

2 ケアラー支援は、本市、議会、市民、事業者、関係機関及び民間支援団体等の多様

な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することがないよう社会全体で支

えるように行われなければならない。 

3 ケアラー支援は、ヤングケアラーからの移行など、ケアラーの年齢、境遇、ケアの

内容等、ケアラーを取り巻く状況の変化に応じて、支援が適切かつ切れ目なく行われ

なければならない。 

4 ヤングケアラーの支援は、ヤングケアラー自身の意向を適切に把握し、及び尊重し

た上で、適切な教育の機会を確保し、心身の健やかな成長及び発達等が図られるよう

に行われなければならない。 

 

(本市の責務) 

第 4 条 本市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ケ

アラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

2 本市は、支援を必要としているケアラーの把握に努めるものとする。 

3 本市は、前 2 項の施策を円滑に実施することができるよう、ケアラー及びその関係

者の意見を踏まえ、市民、事業者、関係機関及び民間支援団体等と相互に連携し、協

力するものとする。 

 

（議会の責務） 

第 5条 議会は、基本理念にのっとり、ケアラー支援の取組を効果的に推進するととも

に、必要に応じて本市へ提言等を行うものとする。 

2 議会は、市民、事業者、関係機関及び民間支援団体等が行うケアラー支援について

の意識啓発や活動に協力するものとする。 

 

(市民の役割) 

第 6 条 市民は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援

の必要性について理解を深め、ケアラーが孤立することのないように十分配慮すると

ともに、本市が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

(事業者の役割) 

第 7 条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラー支援の必要性についての理解を深め、
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事業活動を行うに当たっては、本市が実施するケアラー支援に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

2 事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、

当該従業員がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を尊重しつつ、

勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものと

する。 

 

(関係機関の役割) 

第 8 条 関係機関は、基本理念にのっとり、本市が実施するケアラー支援に関する施策

に積極的に協力するよう努めるものとする。 

2 関係機関は、支援を必要とするケアラーの把握に努め、ケアラーと認められるとき

は、ケアラーの意向を尊重しつつ、その健康状態、生活環境等を確認し、ケアラー支

援の必要性の把握に努めるものとする。 

3 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適切な他の関係機関

への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

(学校等の役割) 

第 9 条 学校等は、前条第 2項に規定するもののほか、ヤングケアラーの意向を尊重し

つつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保に係る状況を確認し、支援の必要性の把握

に努めるものとする。 

2 学校等は、前条第 3 項に規定するもののほか、支援を必要とするヤングケアラーか

らの教育又は福祉に関する相談に応じるよう努めるものとする。 

 

(広報及び啓発) 

第 10 条 本市は、ケアラーが置かれている状況についての理解及びケアラー支援に関

する知識が深まり社会全体としてケアラー支援が推進されるよう、市民、事業者及び

関係機関に対し、広報活動、啓発活動その他必要な施策を講じるものとする。 

 



 
令 和 ８ 年 ４ 月 １ ５ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

（仮称）宇治市ケアラー支援条例（初案）への 

意見募集について（概要） 

 

 

 

１．実施期間 

   全員協議会開催日翌日から３０日間 

 

２．周知方法 

①市政だより（５月１日号）に掲載 

②市議会ホームページに掲載 

     ③議会事務局窓口及び行政資料コーナーに配架 

④「市民の声投書箱」を設置している市内公共施設等への配架 

   ⑤ＳＮＳ（市公式ＬＩＮＥ）による発信 

 

３．意見等の提出方法 

①議会事務局窓口へ持参 

    ②郵便 

        ③ファクシミリ 

        ④電子メール 

        ⑤「市民の声投書箱」に投函 

    ⑥ＷＥＢフォーム 

 

 

４．意見等の公表 

    意見等のとりまとめ結果及び意見等に対する回答は、市議会ホームページに掲

載する。 



 

 

 
 
 
 
 

《パブリックコメント》 

 
 

（仮称）宇治市ケアラー支援条例（初案）への 

意見募集について 
   

 

～ 市民の皆さんのご意見をお寄せください ～ 

 

 
（仮称）宇治市ケアラー支援条例は、ケアラーを社会全体で支

えるため、ケアラーに対する支援に関し、基本理念を定め、全て

のケアラーが、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会

の実現に寄与することを目的として制定するものです。 
 
 
宇治市議会では、令和６年６月定例会において『宇治市ケアラ

ー支援条例制定を求める請願』を採択し、文教・福祉常任委員会

において、（仮称）宇治市ケアラー支援条例の制定に向けた協議を

重ねてきました。 
 
 
この度、「（仮称）宇治市ケアラー支援条例（初案）」として取り

まとめましたので、市民の皆さんからのご意見等を募集します。

今後、これらのご意見等を考慮してさらなる検討を進めてまいり

ます。 
 

 
 

 
 
 

宇治市議会



 

 

ご意見等の募集 

 
第１ 意見等を提出できる方 

（１） 本市の在住、在勤、在学者 
（２） 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 
（３） 本市に対して納税義務を有する個人及び法人 
（４） 前各号に掲げるもののほか、本条例初案に利害関係を有するもの 

 
第２ 提出の方法 

    書面に氏名、住所、ご意見等をご記入の上、下記の提出先のいずれかへ提出してく

ださい。その際の書面につきましては、別紙の意見等記入用紙以外の用紙に記入して

いただいても結構です。 

 

第３ 提出先 

（１） 持    参 ： 議会事務局（宇治市議会棟２階） 

（２） 郵    便 ： 〒611-8501（住所省略可） 宇治市議会事務局 宛 

（３） ファクシミリ ： 0774-20-8786 

（４） 電子メール ： gikaijimukyoku@city.uji.kyoto.jp 

（５） 市内公共施設に設置している「市民の声投書箱」 

（６） ＷＥＢフォーム ：  

https://apply.e-tumo.jp/city-uji-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1862 

※スマートフォンから回答する場合は、 

           右の二次元コードからアクセスしてください  

      

第４ 募集期間 

 

 

第５ お問い合わせ先 

    「（仮称）宇治市ケアラー支援条例（初案）」についてのお問い合わせは、議会事務

局までお願いします。 

    また、パブリックコメントのご案内及び「（仮称）宇治市ケアラー支援条例（初案）」

は、宇治市議会ホームページにも掲載しております。 

     電 話 番 号  ： 0774-20-8747（議会事務局直通） 

ホームページ ： https://www.city.uji.kyoto.jp/site/gikaijimukyoku/（市議 

会トップページ）⇒議会の広報、情報公開⇒（仮称）宇治市ケ

アラー支援条例 

https://www.city.uji.kyoto.jp/（宇治市トップページ） 

              宇治市トップページ⇒市政⇒情報公開⇒パブリックコメント 

提出されたご意見等、住所、氏名等については宇治市議会の個人情報の保護に関する条

例に基づき、適正に管理いたします。意見募集結果の公表に際して、ご意見等以外に記載

された内容（住所・氏名等）については公表いたしません。また、お寄せいただいたご意

見等に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 
  お寄せいただきましたご意見等の取りまとめの結果及びご意見等に対する回答につきま

しては、７月頃宇治市ホームページに公表予定です。 

 



（仮称）宇治市ケアラー支援条例（初案）に対する意見等記入用紙 
住所（※必須） 

（法人等は所在地） 

〒   － 

 

ふりがな  
氏名（※必須） 

（法人等は名称及び 

代表者氏名） 

 

該当するものに○ 

（※必須） 

 ①在住、在勤、在学  ②市内に事務所を有する法人・個人等 

 ③納税義務者  ④その他利害関係を有するもの 

意

見 

等

記

入

欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必須項目については、必ず記入してください。また、ご意見等の内容を確認させていた

だく場合があります。 

 意見等記入欄が足りないときは、別紙を添付してください。 

 提出されたご意見等、住所、氏名等については個人情報の保護に関する法律に基づき、

適正に管理いたします。 

 意見募集結果の公表に際して、ご意見等以外に記載された内容（住所・氏名等）につい

ては公表いたしません。 

 

 

 
 
 
 

 

       

持参：議会事務局（宇治市議会棟２階）まで 

郵便：〒611-8501（住所省略可）宇治市議会事務局 宛 

FAX：0774-20-8786  E-Mail：gikaijimukyoku@city.uji.kyoto.jp 

WEB フォーム：https://apply.e-tumo.jp/city-uji-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1862 

提出先 

※ WEB フォームには、右の二次元コードからアクセスしてください 

 


